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令和５年度   ８月定例農業委員会総会議事録 

  

日 時   令和５年 ８月 ４日（金）午前９時 

場 所   みやき町 三根庁舎 ２階大会議室 

 

 出席状況  出席者  ２４名  欠席者   ０人 

 

   

報告第１号  農地法第１８条第６項による通知書について       （ ４件） 

 

議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請について 委員会許可分（ ３件） 

 

議案第２号  農地法第４条の規定による許可申請について 町長許可分 （ １件） 

 

議案第３号  農地法第５条の規定による許可申請について 町長許可分 （ ５件） 

 

議案第４号  農用地利用集積計画（経営基盤強化促進法分）について 

    委員会決定分（ ４件） 

 

 議案第５号  農用地利用集積計画（中間管理権分）について 委員会決定分 （ １件） 

 

 その他 

 

 

事務局   田中  嘉樹    弓 洋平    

 

議席番号 委 員 氏 名 出欠 議席番号 委 員 氏 名 出欠 

１番 中島 一博 出席 １３番  堤  義彦 出席 

２番 池田 正清 出席 １４番 城野 松夫 出席 

３番  大川 定道 出席 １５番  寺田 宏澄 出席 

４番 碇  朝男 出席 １６番 原  修身 出席 

５番  山内 しげ子 出席 １７番  松尾 和明 出席 

６番  吉丸 広泰 出席 １８番  馬郡 文男 出席 

７番  山﨑 清邦 出席 １９番 福田 安信 出席 

８番  綾部 勝年 出席 ２０番 橋本 礼子 出席 

９番  寺田 一義 出席 ２１番 佐々木 伸昌 出席 

１０番  古村 正典 出席 ２２番 北原 正也 出席 

１１番  宮原 史己 出席 ２３番 中島 正則 出席 

１２番  太田 幸代 出席 ２４番 岡  龍道 出席 
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事務局 

皆さん、おはようございます。 

定刻になりましたので、只今より令和５年８月の農業委員会定例総会を開催します。 

現在の出席委員は２３名、○○委員さんより、少し遅れるとの連絡があっております。

よって、「みやき町農業委員会会議規則」第７条により在任委員の過半数に達しておりま

すので、総会は成立しております。   

会長よりお願いします。 

 

会 長  

 皆さん、おはようございます。まだまだ暑い日が続くようでございますので、皆様に

はお身体に十分注意をして過ごされることを願っております。今回が最初の総会となり

ますので、各議案については、事務局より説明をしてもらいながら進めていきたいと思

いますので、最後までよろしくお願い致します。 

  本日の議案・報告等につきましては 

 

 報告第１号  農地法第１８条第６項による通知書について 

 議案第１号  農地法第３条の規定による許可申請について   

議案第２号  農地法第４条の規定による許可申請について  

議案第３号  農地法第５条の規定による許可申請について  

議案第４号  農用地利用集積計画（経営基盤強化促進法分）について 

議案第５号  農用地利用集積計画（中間管理権分）について 

その他   

     

となっております。 

 審議の発言にあたっては、必ず挙手をして、議長の指名があってから意見をお願いし

ます。また、議事に関すること以外についての発言は控えてください。 

 

議 長  

議事録署名人については、事務局より説明をお願い致します。 

 

事務局 

 議事録署名人について説明。  

 

会 長  

それでは、議事録署名人については、「みやき町農業委員会会議規則」第１２条第２項

の規定に基づき、○○番○○委員さんと○○番○○委員さんを指名します。 

 

議 長 

議事に入りたいと思います。 
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報告第１号農地法第１８条第６項による通知書について、事務局より説明をお願いし

ます。 

 

事務局 

議事に入る前に総会の進め方を説明。農地法第１８条第６項による通知書（解約）に

ついて説明。 

 

事務局 

報告第１号（農地法第１８条第６項による通知書の１件について）貸渡人、借受人の

住所、氏名、解約理由、解約成立日、引渡日を説明する。 

報告件数   ４ 件   面積     １３，８９８ ㎡ 

 

議 長 

事務局より説明がありました、報告第１号で質疑のある方は挙手をしてお願いします。 

 

（質疑なし） 

 

議 長 

質疑がないようですので、報告とさせていただきます。続きまして、議案第１号１農

地法第３条の許可申請について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

農地法、農地法第３条申請について説明。 

 

事務局 

議案第１号１農地法第３条の規定による農地等の所有権移転（売買）許可申請につい

て、譲渡人、譲受人の住所、氏名、所在地、地目、面積、譲渡・譲受の理由、周囲の状況

が判る付近見取図、字図、農地法第３条調査書により農地法第３条第２項各号の判断の

ため、現在の状況を説明する。 

 

議 長 

担当地区委員より補足意見をお願いします。 

 

○○委員 

７月２７日に担当地区委員４名と会長、事務局２名で現地確認を行いました 

申請農地は譲受人である親族の方が自分の田と一体的に耕作をされており、現在は水稲

が耕作されています。 

関係者の同意も得られていることから、問題はないと思われますので、よろしくご審

議をお願いします。 
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議 長   

事務局及び担当地区委員より説明がございました。 

質疑のある方は挙手をしてお願いいたします。 

 

（質疑なし） 

 

議 長 

質疑が無いようですので採決に移ります。議案第１号１について許可相当とすること

に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

  

議 長 

全員賛成ですので、議案第１号１については、申請どおり許可しました。続きまして、

議案第１号２農地法第３条の許可申請についてですが、この議案の申請地と次の議案第

１号３農地法第３条の許可申請案件の申請地を相互に交換する申請内容となっています

ことから、一括して説明をいたします。 

なお、審議及び議決については１件ずつの申請ですので、それぞれに行います。 

また、この申請事案については○○番の○○委員の親族の方が当事者となっています。

農業委員会法第３１条に規定されています、自分の同居の親族に関する議事のため審議

に参与することができない「議事参与の制限」の規定に該当しますので、松尾委員の退

室を求めます。 

 

○○委員 

 退席 

 

（退室後）事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

「議事参与の制限」の規定の説明。 

 

事務局 

議案第１号２及び３農地法第３条の規定による農地等の所有権移転（売買）許可申請

について、譲渡人、譲受人の住所、氏名、所在地、地目、面積、譲渡・譲受の理由、周囲

の状況が判る付近見取図、字図、農地法第３条調査書により農地法第３条第２項各号の

判断のため、現在の状況を説明する。 

 

議 長 

担当地区委員より補足意見をお願いします。 
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○○委員 

 私は江口の農業委員の○○と言います。 

今回申請されてある議案は、１号と２号に関連性があるもので同時に一括して説明さ

せて頂きます。７月２６日に担当地区委員及び事務局と現地確認を行いました。申請地

は豆津の信号機から県道を西へ停留所に向かって５００ｍ位行き、角にあるミスタージ

ョージの工場を左折し１００ｍ位行った所です。申請農地については、それそれぞれの

譲受人の方が耕作をされている隣接する農地と既に一体的に耕作されてあり、今回、現

在の利用実態にあわせ、農地の交換により手続きがされています。双方の譲受人は経営

されている農地はきちんと耕作されていることから問題はないと思われますので、宜し

くご審議ください。 

 

議 長   

事務局及び担当地区委員より説明がございました。 

まず、議案第１号２の案件に質疑のある方は挙手をしてお願いいたします。 

 

（質疑なし） 

 

議 長 

質疑が無いようですので採決に移ります。議案第１号２について許可相当とすること

に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議 長  

全員賛成ですので、議案第１号２については、申請どおり許可することに決定しまし

た。続きまして、議案第１号３農地法第３条の案件に質疑のある方は挙手をしてお願い

いたします。 

 

（質疑なし） 

 

議 長 

質疑が無いようですので採決に移ります。議案第１号３について許可相当とすること

に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議 長  

全員賛成ですので、議案第１号３については、申請どおり許可することに決定しまし

た。 
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○○委員 入室 

 

議 長 

続きまして議案第２号１農地法第４条の許可申請について、事務局より説明をお願い

します。 

  

事務局 

農地法第４条及び５条の農地区分、許可基準等について説明。 

 

事務局 

議案第２号１農地法第４条の規定による農地転用許可申請について、申請人の住所、

氏名、所在地、転用目的、転用理由、農地区分等や農地転用許可基準の判断理由につい

て説明を行い、周囲の状況が判る付近見取図、字図、土地利用計画図などにより計画内

容及び始末書添付である旨を説明する。 

 

議 長 

担当地区委員より補足意見をお願いします。 

 

○○委員 

 ７月２６日に担当地区委員及び事務局と現地確認を行いました。転用目的は共同住宅

の建設であり、汚水及び雨水については事務局説明のとおり適切に排水される計画とな

っており、また、周囲には影響を及ぼす農地はないことから、支障はないと思われます。 

また、区長、生産組合長等の同意も得られています。 

 よろしくご審議をお願いします 

 

議 長   

事務局及び担当地区委員より説明がございました。 

質疑のある方は挙手をしてお願いいたします。 

 

（質疑なし） 

 

議 長 

質疑が無いようですので採決に移ります。議案第２号１について許可相当とすること

に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議 長  

全員賛成ですので、議案第２号１については、申請どおり許可相当の意見を付して、
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町長に送付します。続きまして、議案第３号１農地法５条の許可申請について、事務局

より説明をお願いします。 

 

事務局 

議案第３号１農地法第５条の規定による農地転用許可申請について、譲渡人、譲受人

の住所、氏名、所在地、転用目的、転用理由、農地区分等や農地転用許可基準の判断理由

について説明をする。 

 

議 長 

担当地区委員より補足意見をお願いします。 

 

○○委員 

 ７月２７日に担当地区委員及び事務局と現地確認を行いました。現状としましては、

２１ページの字図で、転用目的は隣接する宅地との一体的な住宅の建設であり、周囲に

は影響を及ぼす農地はないことから、支障はないと思われます。また、区長、生産組合

長等の同意も得られています。 

よろしくご審議をお願いします。 

 

議 長   

事務局及び担当地区委員より説明がございました。 

質疑のある方は挙手をしてお願いいたします。 

 

（質疑なし） 

 

議 長  

質疑が無いようですので採決に移ります。議案第３号１について許可相当とすること

に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議 長  

全員賛成ですので、議案第３号１については、申請どおり許可相当の意見を付して、

町長に送付します。続きまして、議案第３号２農地法５条の許可申請について、事務局

より説明をお願いします。 

 

事務局 

議案第３号２農地法第５条の規定による農地転用許可申請について、譲渡人、譲受人

の住所、氏名、所在地、転用目的、転用理由、農地区分等や農地転用許可基準の判断理由

について説明をする。 
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議 長 

担当地区委員より補足意見をお願いします。 

 

○○委員 

 ７月２５日に担当地区委員及び事務局と現地確認を行いました。転用目的は隣接する

宅地との一体的な５区画分の住宅用地であります。隣接及び周辺に影響を及ぼす農地は

なく、汚水、雨水についても適切に排水される計画であることから、支障はないと思わ

れます。また、区長、生産組合長等の同意も得られています。 

よろしくご審議をお願いします。 

 

議 長   

事務局及び担当地区委員より説明がございました。 

質疑のある方は挙手をしてお願いいたします。 

 

（質疑なし） 

 

議 長  

質疑が無いようですので採決に移ります。 

議案第３号２について許可相当とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議 長  

全員賛成ですので、議案第３号２については、申請どおり許可相当の意見を付して、

町長に送付します。続きまして、議案第３号３農地法５条の許可申請について、事務局

より説明をお願いします。 

 

事務局 

議案第３号３農地法第５条の規定による農地転用許可申請について、譲渡人、譲受人

の住所、氏名、所在地、転用目的、転用理由、農地区分等や農地転用許可基準の判断理由

について説明をする。 

 

議 長 

担当地区委員より補足意見をお願いします。 

 

○○委員 

 担当地区委員○○です。７月２７日に事務局と現地確認を行いました。転用目的は隣

接する宅地との一体的な住宅の建設であります。汚水、雨水については事務局説明のと

おり排水される計画です。特に雨水については上地地区における取り決めに準じて、南
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西側の農業用の水路に排水される計画とされています。西側に田んぼがありますが、高

低差があるため影響を及ぼすことはないと思われます。また、区長、生産組合長等の同

意も得られていますことから問題はないと思われますので、よろしくご審議をお願いし

ます。 

 

議 長   

事務局及び担当地区委員より説明がございました。 

質疑のある方は挙手をしてお願いいたします。 

 

（質疑なし） 

 

議 長  

質疑が無いようですので採決に移ります。 

議案第３号３について許可相当とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議 長  

全員賛成ですので、議案第３号３については、申請どおり許可相当の意見を付して、

町長に送付します。続きまして、議案第３号４農地法５条の許可申請について、事務局

より説明をお願いします。 

 

事務局 

議案第３号４農地法第５条の規定による農地転用許可申請について、譲渡人、譲受人

の住所、氏名、所在地、転用目的、転用理由、農地区分等や農地転用許可基準の判断理由

について説明をする。 

 

議 長 

担当地区委員より補足意見をお願いします。 

 

○○委員 

 ７月２６日に現地確認を行いました。２９ページをご覧ください。申請地の南側は田

になっておりますが、前々回位の総会にて倉庫兼精米所として隣の精米所が転用の申請

を出され許可をされております。よって隣接する農地はなくなっております。上部に田

んぼが一枚ありますが、別の水路で問題はありません。ただ、下の倉庫兼精米所まで加

えますと、かなり広い面積の造成地になりますので、今までの水路への流れ込みだと東

尾、東尾上地地区については今までもかなり氾濫していますので、出来れば町へ改善の

相談がされないものかと思います。 

よろしくご審議をお願いします。 
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議 長   

事務局及び担当地区委員より説明がございました。 

質疑のある方は挙手をしてお願いいたします。 

 

○○委員 

 通瀬川の上も下も開発され鉄砲水が来ないかと心配です。 

 

○○委員 

 ここ５～６年前から江口だけでなく、大字江口、西大島、中野、東大島、豆津とありま

すが、この辺りは何回も水害にあっており、道路の冠水も頻繫に起こっています。下水

的な事もあると思います。水の流れが変わってきています。早く流れて来るようになっ

ています。その辺の調整はお願いしたいと思います。 

 

事務局 

 前委員さんの際にも、中原、北茂安の住宅開発において、河川、水路等の保水能力を

確保せず事業が進んでいることに対しての意見が多く出てきていました。 

 特に、まとまった雨が降れば下流の地域が影響を大きく受けるとの指摘があっていま

した。対応として、水路を大きくすればよいという意見もありましたが、水の勢いによ

る影響や浚渫するにしても護岸への影響などがあり、防災対策としても一足飛びには難

しい点もあります。 

 なお、町の国土利用計画や都市計画等の審議会において会長が審議委員となられてい

ますので、前会長の際からも雨水対策について農業委員会からの意見として発言をして

いただいています。 

 

○○委員 

 開発の面積が大規模になると貯水池を作らなければならないと言うようになっていた

と思いますが、こんな中途半端な開発はややこしくなります。 

 

○○委員 

 少しずつの開発が大概な面積になっていると思います。排水の対策を町から言っても

らい、開発を条件付きにしたら良いと思います 

 

議 長  

他に質疑が無いようですので採決に移ります。 

議案第３号４について許可相当とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（多数挙手） 
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議 長  

賛成多数ですので、議案第３号４については、申請どおり許可相当の意見を付して、

町長に送付します。続きまして、議案第３号５農地法５条の許可申請について、事務局

より説明をお願いします。 

 

事務 

議案第３号５農地法第５条の規定による農地転用許可申請について、譲渡人、譲受人

の住所、氏名、所在地、転用目的、転用理由、農地区分等や農地転用許可基準の判断理由

について説明をする。 

 

議 長 

担当地区委員より補足意見をお願いします。 

 

○○委員 

 ７月２７日に担当地区委員及び事務局と現地確認を行いました。地図を見て頂くと分

かりますように申請地一帯はもう既に医療施設が来るというので更地になっています。

この申請地一帯は開発が進むのではないかと思います。土地改良事業は実施されておら

ず、耕作条件が整っていない農地となっています。汚水及び雨水については事務局説明

のとおりであり、特に雨水については北側の転用許可済の医療機関から新たに設置され

る水路を経由し、寒水川につながる水路に排水される計画となっており、南側に農地は

ありますが支障はないと思われます。また、地元区長及び生産組合長等の同意も得られ

ています。 

よろしくご審議をお願いします。 

 

議 長   

事務局及び担当地区委員より説明がございました。 

質疑のある方は挙手をしてお願いいたします。 

 

○○委員 

 先程と同じですが、排水の方が非常に気になります。排水をしっかりやって下さるよ

うにお願い致します。これ位の面積での開発がまとまると大層な面積になります。下流

域は非常に困ることになりますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

事務局 

 転用申請にあたっては、地元区長及び生産組合長の同意を得てもらうようにしていま

す。手立ての１つとして、各地区の区長会や生産組合長の会議で農地が転用されること

による影響等について意見を出していただくことも検討できるのではないかと思います。 

 その中で出た意見を町や関係機関に繋げてもらうことにより、何らかの対応のきっか

けになる場合もあるかと考えられます。 
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議 長  

他に質疑が無いようですので採決に移ります。 

議案第３号５について許可相当とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議 長  

全員賛成ですので、議案第３号５については、申請どおり許可相当の意見を付して、

町長に送付します。続きまして、議案第４号農業経営基盤強化促進法第１９条の農用地

利用集積計画の公告を行うにあたり、町が定める同法第１８条第１項の規定による農用

地利用集積計画（案）について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

農用地利用集積計画（経営基盤強化促進法分）利用権の説明 

 

事務局 

議案第４号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画

（経営基盤強化促進法分）案について、利用権の設定を受ける者、利用権を設定する者、

設定する土地、設定する利用権、権利の種類について説明をする。 

審議件数 貸借権    ４件  

 

議 長 

 事務局より説明がありました。質疑のある方は挙手をしてお願いいたします。 

 

（質疑なし） 

 

議 長 

質疑が無いようですので、採決に移ります。 

議案第４号について計画案どおり承認することに賛成の方は挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議 長 

全員賛成ですので議案第４号は、計画案どおり承認することに決定いたしました。続

きまして、議案第５号農業経営基盤強化促進法第１９条の農用地利用集積計画の公告を

行うにあたり、町が定める同法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画（中間

管理権分）（案）について事務局より説明をお願いします。 
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事務局 

議案第４号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画

（中間管理権分）案について、利用権の設定を受ける者、利用権を設定する者、設定す

る土地、設定する利用権、権利の種類、期間等について説明をする。 

  

審議件数  貸借権   １件 

 

議 長 

事務局より説明がありました。質疑のある方は挙手をしてお願いいたします。 

 

（質疑なし） 

 

議 長 

質疑が無いようですので、採決に移ります。 

議案第５号について計画案どおり承認することに賛成の方は挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議 長 

全員賛成ですので議案第５号は、計画案どおり承認することに決定いたしました。 

続きまして、その他を事務局よりお願いします。 

 

その他 

１. 令和５年度農地利用状況調査(農地パトロール)及び担当地区別検討会について 

２. 令和５年度農業委員．農地利用最適化推進員地区別研修会について 

３. 令和４年度水稲作一般農作業受託料金の目安について 

 

議 長 

  ９月の総会は、９月 ４日（月）午前９時でお願いしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

 

「賛成」 

 

それでは、９月 ４日（月）実施するということで確認いたします。 

それから、来月分の議事案件の現地調査については、９月２１日以降に該当する担当

委員の方には連絡したいと思います。 

 

他に何かございませんでしょうか。 
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無いようですので、これで８月の定例農業委員会を終了します。有難うございました。 

         

みやき町農業委員会長  寺田 一義   

 

 

議事録署名人   ○○ 番 

 

議事録署名人   ○○ 番 


